
市報まつうら　令和3年 12月号 　26　　

市役所からのお知らせ
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自
宅
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消費生活センターだより
消費生活センター　☎内線 180

リコール製品による火災などの事故防止について

　冬の寒さが徐々に厳しくなるにつれて、暖房機器を利用する機会が増えてきますが、平成 22
年度以降、消費者庁には暖房機器などに関する火災等の重大事故の報告が数多く寄せられていま
す。このうちの一部は未対応のリコール製品に関する重大事故とされています。
　ご自宅で保有している暖房機器などがリコール対象製品であるか等については、下記のホーム
ページにてご確認いただくか、消費生活センターへお問い合わせください。当該製品をそのまま
使い続けると、火災などの重大な事故を引き起こすおそれがあり、大変危険です。
　また、暖房機器のほかにパソコン・携帯電話用充電器・加湿器・台所用機器・消火器等のリコー
ル情報もあります。万が一に備え、家庭内の製品の安全を確認してみましょう。
　製品の回収情報や事故情報については、以下のサイトで調べることができます。

　消費者庁 リコール情報サイト　https://www.recall.caa.go.jp

　もし事故が起きたら、状況をできるだけ詳しく記録し、製品やケガの程度を写真に撮る等の証
拠を保存した上で、販売店やメーカーに伝えましょう。
　情報を伝えることで、ほかの事故防止に役立てることもできます。

おかしいなと思ったときは、消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターでは、市民相談も受け付けております。
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マイナンバーカード出張申請受付を実施します
市民生活課住民係　☎内線 144

　各公民館等に市役所職員が出向いて、マイナンバーカードの出張申請受付を実施します。
　申請は無料（顔写真の撮影も無料）です。マイナンバーカードは、原則申請場所で交付します。
（申請から交付まで２か月ほどかかりますのでご注意ください。）
　健康保険証としての利用が本格運用されている等、今後もさまざまな活用が予定されています
ので、この機会に是非マイナンバーカードを作ってみませんか。

出張申請受付日程表

申込方法
　事前の予約は必要ありません。下記に記載している「持参するもの」を当日準備の上、受付場所
にお越しください。
持参するもの
①通知カード※紛失されている場合は、書類の記入が必要です。
②本人確認書類（有効期限内のものに限る）
　ＡまたはＢのどちらかをご準備ください。

※本人確認書類は、住所および氏名が最新になっているものが必要です。
③住民基本台帳カード※所有している人のみ。紛失されている場合は、書類の記入が必要です。

月日 受付時間 場所 対象地区
12 月   7 日（火） 午後 1時 30 分～ 3時 30 分 鷹島支所　小会議室

全地区

12 月   8 日（水） 午前 9時～ 11 時 30 分 上志佐公民館　会議室
12 月   9 日（木） 午後 1時 30 分～ 3時 30 分 福島保健センター
12 月 10 日（金） 午前 9時～ 11 時 30 分 今福公民館　研修室 1・2
12 月 14 日（火） 午前 9時～ 11 時 30 分 調川公民館　講座室
12 月 15 日（水） 午後 1時 30 分～ 4時 すこやか青プラザ
12 月 16 日（木） 午後 1時 30 分～ 4時 御厨公民館　講堂
12 月 17 日（金） 午前 9時～ 11 時 30 分 星鹿公民館　講堂

A 　運転免許証などの顔写真付き本人確認書類１点および
　健康保険証や年金手帳など、顔写真の無い本人確認書類１点の合計２点

B 　健康保険証や年金手帳など、顔写真の無い本人確認書類２点
※この場合は、通知カードの返納が必須となります。
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